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授業のねらい

私達が日常生活を営むうえで，どのような法的な問題があるのかに目を向けること。
本講義では，具体的な設例を素材として法的問題を解説し，民法の諸制度を示すこととする。

到達目標

日常生活における身近な法的問題について，その問題の所在や内容を理解し，解決のための道筋を考えられるようになること。

授業内容

1週目 民法とは
2週目 結婚をめぐる法律関係
3週目 離婚をめぐる法律関係
4週目 親子をめぐる法律関係（１）親子関係の成立
5週目 親子をめぐる法律関係（２）親権
6週目 相続をめぐる法律関係
7週目 財産法ガイダンス
8週目 契約とは
9週目 商品の売買をめぐる法律関係
10週目 欠陥商品による被害
11週目 物の貸し借りをめぐる法律関係
12週目 お金の貸し借りをめぐる法律関係
13週目 土地や建物の取引をめぐる法律関係
14週目 交通事故をめぐる法律関係
15週目 総括・テスト
16週目 やむを得ず、15週目までの授業内容を実施出来なかった場合は、補講授業を行います。

準備学習(予習・復習)等の内容

課題として事前に提示した設例について、どのような法的問題点があるのかを検討しておくこと。

成績評価の方法・基準

学期末に行うテストを基本とし、授業時間中の質問に対する応答の内容を加味する。

履修上の留意点/課題に対するフィードバックの方法

・上記の授業内容計画は，授業の進捗状況に応じて変更することがある。
・提出された課題の内容を基に解説を行う。

テキスト

特になし。

参考書

特になし。
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